
昭
和
六
十
年
自
治
省
令
第
二
十
号

当
せ
ん
金
付
証
票
法
施
行
規
則

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
一
条
　
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
記
録
は
、
磁
気

デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
資
金
の
管
理
方
法
）

第
二
条
　
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
受
託
銀
行
等
（
以
下
「
受
託
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十

四
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
勘
定
（
以
下
「
当
せ
ん
金
付
証
票
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
資
金
を
銀
行

そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
、
当
せ
ん
金
等

の
支
払
準
備
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
留
意
し
つ
つ
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
受
託
銀
行
等
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
又
は
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
市
（
以
下
「
特
定
市
」

と
い
う
。
）
か
ら
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
都
道
府

県
又
は
特
定
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
事
務
に
関
す
る
経
理
を
行
う
当
せ
ん
金
付
証
票
勘
定
に
属
す
る
資
金
を
、
当

該
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
特
定
市
の
市
長
の
承
認
を
得
て
、
一
体
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
金
を
一
体
と
し
て
管
理
す
る
場
合
に
お
け
る
運
用
利
益
金
の
納
付
額
の
算
定
方
法
）

第
四
条
　
受
託
銀
行
等
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
せ
ん
金
付
証
票
勘
定
に
属
す
る
資
金
を
一
体
と
し
て
管
理
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
受
託
銀
行
等
が
法
第
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
用
利
益
金
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
当

該
都
道
府
県
又
は
当
該
特
定
市
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
特
定
市
が
毎
年
四

月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
売
す
る
当
せ
ん
金
付
証
票
の
売
得
金
の
見
込
額
等
を
勘
案
し
て

当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
特
定
市
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
方
法
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
等
に
関
す
る
経
理
で
同
日
以

後
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
一
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
等
に
関
す
る
経
理
で
同
日
以
後
に
行
わ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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